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糖尿病等の患者に対しても生活習慣病管理料の算定は低調傾向

Esu41108A01

《背景》 8月30日の中央社会保険医療協議会・総会では、2024年度の診療報酬改定に

向けたこれまでの議論の論点整理が行われた。外来における課題については、「かかり

つけ医機能・医療機関連携」「生活習慣病対策」「外来機能の分化の推進」「オンライン

診療」の4つに整理されている。本稿ではこの4つのうち、「生活習慣病対策」における議

論について紹介する。

《解説》 生活習慣病は、健康長寿の最大の阻害要因となるだけでなく、国民医療費にも

大きな影響を与えるとされており、その予防の重要性は増しています。診療報酬改定で

も注目されており、2002年度改定では「生活習慣病管理料」が新設されました。その後、

重症化予防を推進する観点から、算定要件等が見直しされましたが、その算定回数や

医療機関数は低調な傾向が続いています。また外来の糖尿病患者における日常的な管

理指導等に係る診療報酬を集計したところ、生活習慣病管理料の算定回数は少ない一

方、特定疾患療養管理料は多くなっていることが伺えます（図表）。この傾向は他の生活

習慣病を主病名とする外来患者においても同様であり、他の生活習慣病への取り組み

等を評価した診療報酬項目と合わせて、生活習慣病の管理をどういった形で評価してい

くのか、診療報酬のあり方について議論を深めていく必要があるとしています。

◎図表：糖尿病患者における外来診療に係る診療報酬の算定状況
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